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消防法施行令 （昭和 36 年 3 月 25 日 政令第 37 号） 
 

(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物) 

第十三条 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性

ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののい

ずれかを設置するものとする。 

防火対象物又はその部分 消火設備 

別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 泡E

あわ

A消火設備又は粉末消火設

備 

別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又

は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの 

AE泡E

あわ

A消火設備又は粉末消火設

備 

別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供され

るものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の

用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平

方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メート

ル以上のもの 

水噴霧消火設備、泡消火設

備、不活性ガス消火設備又

は粉末消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に

供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつて

は二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル

以上のもの 

AE泡E

あわ

A消火設備、不活性ガス消

火設備、ハロゲン化物消火

設備又は粉末消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、

次に掲げるもの 

一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての

車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)に

おける当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつ

ては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メー

トル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のも

の 

二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもの

で、車両の収容台数が十以上のもの 

水噴霧消火設備、泡
あわ

消火設

備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は

粉末消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これら

に類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平

方メートル以上のもの 

不活性ガス消火設備、ハロ

ゲン化物消火設備又は粉末

消火設備 
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別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室

その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メー

トル以上のもの 

不活性ガス消火設備、ハロ

ゲン化物消火設備又は粉末

消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百

平方メートル以上のもの 

不活性ガス消火設備、ハロ

ゲン化物消火設備又は粉末

消火設備 

別表第一に掲げる建築物その他

の工作物で、指定可燃物を危険

物の規制に関する政令別表第四

(以下この項において「危険物政

令別表第四」という。)で定める

数量の千倍以上貯蔵し、又は取

り扱うもの 

危険物政令別表第四に掲げ

る綿花類、木毛及びかんな

くず、ぼろ及び紙くず(動植

物油がしみ込んでいる布又

は紙及びこれらの製品を除

く。)、糸類、わら類、再生

資源燃料又は合成樹脂類(不

燃性又は難燃性でないゴム

製品、ゴム半製品、原料ゴ

ム及びゴムくずに限る。)に

係るもの 

水噴霧消火設備、泡消火設

備又は全域放出方式の不活

性ガス消火設備 

危険物政令別表第四に掲げ

るぼろ及び紙くず(動植物油

がしみ込んでいる布又は紙

及びこれらの製品に限る。)

又は石炭・木炭類に係るも

の 

水噴霧消火設備又は泡消火

設備 

危険物政令別表第四に掲げ

る可燃性固体類、可燃性液

体類又は合成樹脂類(不燃性

又は難燃性でないゴム製

品、ゴム半製品、原料ゴム

及びゴムくずを除く。)に係

るもの 

水噴霧消火設備、泡消火設

備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は

粉末消火設備 

危険物政令別表第四に掲げ

る木材加工品及び木くずに

水噴霧消火設備、泡消火設

備、全域放出方式の不活性
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係るもの ガス消火設備又は全域放出

方式のハロゲン化物消火設

備 

2 前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その

他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に

より設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同

表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。 

 

 (水噴霧消火設備に関する基準) 

第十四条 前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の

とおりとする。 

一 噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形

状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第一項の消火設備のそれぞれのヘ

ッドについて総務省令で定める水噴霧、泡
あわ

、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火

剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総

務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。 

二 別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置する

ときは、総務省令で定めるところにより、有効な排水設備を設けること。 

三 高圧の電気機器がある場所においては、当該電気機器と噴霧ヘツド及び配管との間に電気絶縁を

保つための必要な空間を保つこと。 

四 水源は、総務省令で定めるところにより、その水量が防護対象物の火災を有効に消火することが

できる量以上の量となるように設けること。 

五 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による

損傷のおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この

限りでない。 

六 水噴霧消火設備には、非常電源を附置すること。 

 

 (泡消火設備に関する基準) 

第十五条 第十三条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の

とおりとする。 

一 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応

じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定める

ところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。 
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二 移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分

から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。 

三 移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口からの水平距離が

十五メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。 

四 移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から三メートル以内の距離に

設けること。 

五 水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有

効に消火することができる量以上の量となるようにすること。 

六 泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃に

よる損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保

護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。 

七 泡消火設備には、非常電源を附置すること。 

 

 (不活性ガス消火設備に関する基準) 

第十六条 第十三条に規定するもののほか、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準

は、次のとおりとする。 

一 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定す

る不燃材料をいう。以下この号において同じ。)で造つた壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあ

つては、はり又は屋根)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(建築基準法第二条第九号の

二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)又は不燃材料で造つた戸

で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている

部分に、当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象

物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適

当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効

に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことが

できる。 

二 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は

取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当

該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要

な個数を適当な位置に設けること。 

三 移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物

の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。 

四 移動式の不活性ガス消火設備のホースの長さは、当該不活性ガス消火設備のホース接続口からの
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水平距離が十五メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さと

すること。 

五 不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防

護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。 

六 不活性ガス消火剤容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれ

が少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じ

たときは、この限りでない。 

七 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、非常電源を附置すること。 
 


